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情 報 学 習 指 導 案

１ 日 時 平成 年 月 日（火） 第５校時15 10 21

２ 学 年 ６年１組 （教室）

３ 単元名 「携帯電話って便利なの？」 （２／２時）

４ 単元の目標

( ) 身近な生活の場で、携帯電話がどのように使われているか、意欲的に考えようと1
する。 （関心・意欲）

( ) 知的所有権や人権の大切さを意識して使うことができる。2
(情報のモラル･責任）

。 ）( ) 著作権に対する理解を深めることができる (知識3

授業についてのＱ＆Ａ

Ｑ１ 一言で言うと、この単元では、どんな力をつけさせたいですか。

携帯電話の機能を知り、その便利さを知ると共に、その機能の中には、商業的問題やプ

。 、ライバシーの侵害に及ぶようなことも起こりうるということを知らせることです そして

自分の判断で正しく使おうとする態度を育てたいです。

Ｑ２ 単元の中で、本時はどのような位置付けですか。

携帯電話の機能を「話す･きく 「書く・読む 「写す」と考えました。第 時では、そ」 」 1
れぞれの機能のよさについて話し合い、その中でも特に｢話す･きく」のマナーを取り上げ

。 、 「 」 、ました 本時は 子供たちの 携帯電話を使って写真を写したい という思いを取り上げ

この思いが、著作権や個人のプライバシーを侵害する場合があることを知り、正しく使お

うとする意識を高めたいです。

Ｑ３ 本時の授業の「うり」は何ですか。

テレビコマーシャルと教師の劇を観て、携帯電話でも著作権を侵害する場面があること

に気づかせるところです。さらに、過去に学習した著作権をふり返ることと、子供の新聞

の切抜きを使って身近な社会的問題だということについて考えるところです。

Ｑ４ 本時の授業のねらいは何ですか。

携帯電話は周りにいる人の迷惑にならないように使うことが大切だと思っている子供た

ちが、本屋や美術館で写真をとったりする劇を観て話し合うことで、携帯電話にも著作権

、 。や肖像権を侵害する場合があることを知り 正しい使い方をしようとする姿勢を育てたい
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第 4 校時 6 年 2 組 [携帯電話って便利なの？] 本時の学習過程 
予想される児童の学習活動                                    ◇評価 □支援 ▽準備物 

○ 携帯電話の機能と便利さについてふり返りをする 
                                       ○写すにはどんな場面があるのか考える                         

 
 
 
 
 
○ 教師の劇をみて感想を述べ合う 
＜①ケーキ屋さんで写真を写す＞               ＜②本屋さんで料理のレシピを写す場面＞        ＜③美術館で撮った写真を図工の作品にする場面＞ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 著作権について復習をする       ○×ゲームをしながら著作権について確認する 
○ ①②③の場面について、著作権を侵害していないか話し合う 
 
 
 
 
 
 
○ 著作権のほかにもプライバシーの侵害になる場合があることを知る 
 
○ 携帯電話を子供に与える親の気持ちを知る 
    ビデオコマーシャルを見る。 
 
 
 

話す・きく     ・周りの人に迷惑をかけ 
打つ（書く）・読む   ないように、マナーを 
写す・みる      守ることが大事 
            

 この場面では、「写しても」いいのかな 

・ すごく便利で、その場にいなくても商品を

選ぶことができる。 
・ おいしいケーキをみんなに教えてあげら

れる。 

・ 参考にするならいいと思う。 
・ 見ながらやると上手にできるし、安心

する。 
 
・ それは、著作権違反じゃないかな？ 

・ ちょっとなら、簡単に写せて便利だと思う。 
・ 本を買う必要がない。 
・ 写したレシピを友達にあげられる。 
 
・ そんなことをしてもいいのかな？ 

携帯電話の｢写す｣と著作権について考えよう 

・ ケーキ屋さんのは、お店の人が損しないからいいと思う。     ・ 本の立ち読みはよくないし、勝手に撮ったら本を書 
・ どれにするか選べるし、買うからいいと思う。            いた人に悪い。 
                                 ・ 本が売れなくなってしまう。でも、ちょっとだけなら

いいかな？                    

▽ビデオデッキ 
□「写す」場面をできるだ

けたくさん考え、子供た

ちの「写してみたい」と

いう思いを高めてから

教師の劇に入る。 

□③は図工で悩んでいたＡさんの場面を取り上げ、今まで

の著作権学習と合わせながら考えるようにする。 
□以前やったことのある問題をもう一度振り返ることで、

著作権を侵害することについて考える。 
□売り手や作

り手の気持

ちを考えさ

せたい。 

□著作権だけでなく、

肖像権に触れる場合

があることも扱う。 
▽新聞の切り抜き 
ビデオデッキ 

 録画したＣＭ 

○便利な携帯電話を著作権などに気をつけ

ながら、正しい判断で使っていこう。 

◇携帯電話でも著作権を侵害する

場合があることが分かったか。 
◇携帯電話を自分の判断で正しく

使おうとする気持ちをもつこと

ができたか。 
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